
各事業者の削減車両数の算出方法 参考資料１

京浜交通圏全体削減率の算出 各事業者の削減車両数の算出（基準車両数が①及び②の場合）

(1)
基準車両数の
合計（※1）

適正車両数の上限
（※2）

京浜交通圏全体
削減車両数

(1) － ＝ 実績削減車両数

(2)
京浜交通圏全体
削減車両数

基準車両数の
合計（※1）

各社の削減率 (2) ÷ ＝ 実績削減率（※3）

1364 ÷ 7743 ＝ 17.62% ÷ ＝ 0.125

※1：各事業者の基準車両数のうちの最大車両数の合計 － ＝ 0.0512

※2：適正車両数公示（27年8月10日付け）による上限 (4) × ＝ 各事業者削減目標率 切り捨て

※3：各事業者が基準車両数より取り組んできた削減率の実績 × ＝ 4.0960 ≒ 4

小数点以下については、第5位を四捨五入して第4位までを求めている 各事業者の削減車両数の算出（基準車両数が③の場合）

(1) － ＝ 実績削減車両数

(2) ÷ ＝ 実績削減率（※3）

÷ ＝ 0.0875

(3) － ＝ 削減率

－ ＝ 0.0887

(4) × ＝ 各事業者削減目標率 切り捨て

× ＝ 7.0960 ≒ 7

（例）基準車両数：80両、タクシー現在保有車両数：70両の場合

基準車両数①もしくは②の
いずれか多い車両数

削減率

削減率

基準車両数①もしくは②の
いずれか多い車両数

タクシーの現在保有車両数

実績削減車両数
基準車両数①もしくは②の
いずれか多い車両数

－ 70 ＝ 10

80

＝

80

10

－ ＝7743 6379 1364

(3)

0.1762 0.125

各社の削減率 － 実績削減率（※3）

＝ 7

（例）基準車両数：80両、タクシー現在保有者両数：70両、その他ハイヤー現在保有車両数３両の場合

80 0.0512

実績削減車両数 基準車両数③の車両数

7 80

基準車両数③の車両数
タクシー及びその他ハイ
ヤーの現在保有車両数

80 － 73

基準車両数③の車両数 削減率

80 0.0887

各社の削減率 実績削減率（※3）

0.1762 0.0875



・・・各事業者において実施

（審査期間３ヶ月）

（事業者計画認可後６ヶ月以内に実施）

平成３０年７月３１日 ・特定地域指定満了

～１２月末まで

・特定地域計画作成

１０月上旬 ・特定地域計画認可申請
（審査期間３ヶ月）

平成２８年９月２３日

・特定地域計画認可
・特定地域計画公表

・事業者計画認可申請

・供給削減実施

２９年１月上旬

参考資料２

供給削減実施までの流れ

～３月末まで

～６月末まで ・事業者計画認可

平成２７年８月１日 ・特定地域指定


